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２ 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け（平成３０年４月１日施行※） 

  雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器（有害使用済機器※１）の保管又は

処分を業として行おうとする者※２に、都道府県知事への届出（事業開始 10 日前まで）、保管・

処分に関する基準の遵守等が義務付けられました。 

 

 ※１ 使用が終了し、収集された電気電子機器（廃棄物を除く。）のうち、その一部が原材料とし

て相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものであって政令で定めるもの。 

 ※２ 適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定めるものは届

出除外されています。 

・ 関係法令の許可等を受けた者（例：廃棄物処理法の許可等及び家電リサイクル法・小型

家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者（有害使用済機器と同等の機器を取り扱う事

業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る）等） 

・ 事業場の敷地面積 100 ㎡未満の者 

・ いわゆる雑品スクラップをヤードで保管等する者以外の者であって、有害使用済機器の

保管等を業として行おうとする者（例：不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時

保管を行う製造業者、販売業者等） 

 

 

 

 

 

 

３ 親子会社の認定（平成３０年４月１日施行） 

  親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を

受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で

産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。 

（一体的な経営を行う事業者の基準） 

二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当。 

① 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出

資価額の総額を保有。 

② 次のいずれにも該当。 

  ・ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の３

分の２以上を保有。 

  ・ 当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させてい

る。 

  ・ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に

廃棄物の適正処理をおこなってきた。 

 

 

４ 処理困難通知（平成３０年４月１日施行） 

  産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者が許可を取り消されたとき等におい

て、その産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理が終了していない場合は、委託者（排出

事業者）に、その旨を通知することとされました。 

 

※経過措置 

改正法の施行の際に現に有害使用済機器の保管等を業として行っている者について

は、施行後６か月間（平成３０年１０月１日まで）、届出の猶予期間 
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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する新たな措置 

ア 共通事項 
項目 必要な記載事項等 

業の許可証 
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ

ることが必要。 

委託契約書 
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ

ることを明記すること。 

マニフェスト 
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる

こと、また、その数量を記載すること。 

産業廃棄物保

管場所の掲示 

産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる

ことを明記すること。 

帳簿 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 

 

イ 水銀使用製品産業廃棄物に関する事項 

  水銀使用製品産業廃棄物については、上記アの他に以下の措置が必要。 
項目 必要な記載事項等 

保管 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 

処理の委託 

・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 

・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者

に委託すること。 

収集・運搬 
破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬す

ること。 

処分・再生 

・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 

・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又

は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 

・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 

 

ウ 水銀含有ばいじん等に関する事項 

  水銀含有ばいじん等については、上記アの他に以下の措置が必要。 
項目 必要な記載事項等 

処理の委託 

・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 

・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に

委託すること。 

処分・再生 

・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 

・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼又はその

他の加熱工程により水銀を回収すること。 

 

○平成２９年改正 

平成２９年６月に公布された改正法の規定は以下のとおりです。 

 

１ 廃棄物の不適正処理への対応の強化（令和２年４月１日施行） 

① 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処

理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることがで

きることとされました。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけられました。 

② 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者※に、紙マニフェスト（産業廃棄物管理票）の

交付に代えて、電子マニフェストの使用が義務付けられました。また、マニフェストの虚偽記

載等に関する罰則が強化されました。 

 ※前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が５０トン以上（ＰＣＢ廃棄物は含めない）の事

業場を設置する者。 
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建設リサイクル法とは

 
            （平成１４年５月３０日 全面施行） 

 

● 建設工事（解体工事）の受注者は、一定規

模以上の建設工事について分別解体や再

資源化を行う義務があります。 

● 床面積が一定規模以上の建築物を解体す

るときなど、事前に土木（建築）事務所や市 

へ解体工事などの届出が必要です。 

● 分別解体や再資源化などの義務付けがあ

るのはコンクリート、アスファルト、木材で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工事の種類 規模の基準 

建築物解体工事 床面積の合計  80㎡以上 

建築物新築又は増築工事 床面積の合計 500㎡以上 

建築物修繕・模様替（リフォーム等）工事 請負代金の額 1億円以上 

その他工作物に関する工事（土木工事等） 請負代金の額  500 万円以上 

注）① 建築物は建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 2条第

1号に規定する建築物をいう。 

② その他工作物は建築物以外のものに係る解体工事又は

新築工事等。 

③ 規模の基準の金額は工事請負代金の額とし、自主施工に

当たってはこれを請負人に施工させることとした場合におけ

る適正な請負代金相当額とする。 

 

 

コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建

設資材、木材、アスファルトの 4品目です。 

 

 

 

対象建設工事受注者に対して、分別解体な

どが義務付けられました。 

分別解体などは、一定の技術基準に従い、

建築物などに用いられた特定建設資材に係る

廃棄物をその種類ごとに分別する必要があり 

ます。 

 

 

対象建設工事受注者に対して、分別解体な

どに伴って生じた特定建設廃棄物の再資源化 

が義務付けられました。 

なお、特定建設資材のうち木材は、一定距

離（半径 50km）内に再資源化施設がないなど

再資源化が困難な場合、適正な施設で縮減

（焼却など）することも可能です。 

 

※再資源化などの実施にあたっては廃棄物処

理法に従う必要があります。 

 

 

 

 

土木建築に関する工事（建築物その他の工

作物の全部又は一部を解体する工事を含む。

以下「建設工事」という。）から発生する廃棄物

の処理は廃棄物処理法に従って適切に行わな

ければなりません。 

特に建設工事や解体工事は、次のような特

殊性があります。 

① 廃棄物の発生場所が一定しない。 

② 発生量が膨大である。 

③ 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で

排出されることが多いが、的確に分別すれ

ば再生利用可能なものも多い。 

④ 廃棄物を取り扱う者が多数存在する。 

 

このようなことから、建設工事に伴って生ず

る廃棄物について、実際に排出した事業者を

特定することが困難な場合もあり、その処理責

任の所在が曖昧になりやすいことから、不適

正処理の一つの要因となっています。 

そこで、建設工事に伴い生ずる廃棄物につ

いては、元請業者が事業者として当該工事か

ら生ずる廃棄物全体について、処理責任を負

うこととされています。 

これにより、元請業者は、発注者から請け負

った建設工事（下請負人に行わせるものを含

む。）に伴い生ずる廃棄物の処理について排

出事業者として自ら適正に処理を行い、又は

委託基準に則って許可業者への委託、処理委

託契約書の締結及びマニフェストの交付等を

行う必要があります。 

制度の概要 

対象建設工

事 

特定建設資

材 

分別解体などの実施義務

務 

再資源化などの実施義務 

建設工事（解体工事）から発生する廃棄物の処理 
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対象建設工事の発注者は、元請業者から、分別解体などの計画などについて書面により説

明を受ける必要があります。 

 

発注者は、工事着手の 7日前までに、建築物などの構造、工事着手時期、分別解体の計画

などについて、県土木（建築）事務所等に届け出る必要があります。 

 

発注者は、対象建設工事から発生した建設資材廃棄物の再資源化などが完了したとき、受

注者からその旨を書面により報告を受ける必要があります。 

 

報告を受けた発注者は、再資源化などが適切に行われなかったと認めるときは、都道府県

知事に対して、その旨を申告し、適当な措置を求めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設リサイクル法の手続き 

建設リサイクル法の手続きの流れ 

※都道府県知事の事務の一部を市町村等の長が行います。 
分別解体等に関する事務の一部は建築基準法の特定行政庁である市町村等の長が、また、再資源化

等に関する事務の一部は地域保健法の保健所設置市の長（下関市長）が行います。 

 

元請業者からの書面による説明 

発注者から都道府県知事への工事の届出 

元請業者からの発注者への事後報告 

  発注者から都道府県知事への申告 
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建設リサイクル法とは

 
            （平成１４年５月３０日 全面施行） 
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模以上の建設工事について分別解体や再

資源化を行う義務があります。 

● 床面積が一定規模以上の建築物を解体す

るときなど、事前に土木（建築）事務所や市 

へ解体工事などの届出が必要です。 

● 分別解体や再資源化などの義務付けがあ

るのはコンクリート、アスファルト、木材で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工事の種類 規模の基準 

建築物解体工事 床面積の合計  80㎡以上 

建築物新築又は増築工事 床面積の合計 500㎡以上 

建築物修繕・模様替（リフォーム等）工事 請負代金の額 1億円以上 

その他工作物に関する工事（土木工事等） 請負代金の額  500 万円以上 

注）① 建築物は建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 2条第

1号に規定する建築物をいう。 

② その他工作物は建築物以外のものに係る解体工事又は

新築工事等。 

③ 規模の基準の金額は工事請負代金の額とし、自主施工に

当たってはこれを請負人に施工させることとした場合におけ

る適正な請負代金相当額とする。 

 

 

コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建

設資材、木材、アスファルトの 4品目です。 

 

 

 

対象建設工事受注者に対して、分別解体な

どが義務付けられました。 

分別解体などは、一定の技術基準に従い、

建築物などに用いられた特定建設資材に係る

廃棄物をその種類ごとに分別する必要があり 

ます。 

 

 

対象建設工事受注者に対して、分別解体な

どに伴って生じた特定建設廃棄物の再資源化 

が義務付けられました。 

なお、特定建設資材のうち木材は、一定距

離（半径 50km）内に再資源化施設がないなど

再資源化が困難な場合、適正な施設で縮減

（焼却など）することも可能です。 

 

※再資源化などの実施にあたっては廃棄物処

理法に従う必要があります。 

 

 

 

 

土木建築に関する工事（建築物その他の工

作物の全部又は一部を解体する工事を含む。

以下「建設工事」という。）から発生する廃棄物

の処理は廃棄物処理法に従って適切に行わな

ければなりません。 

特に建設工事や解体工事は、次のような特

殊性があります。 

① 廃棄物の発生場所が一定しない。 

② 発生量が膨大である。 

③ 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で

排出されることが多いが、的確に分別すれ

ば再生利用可能なものも多い。 

④ 廃棄物を取り扱う者が多数存在する。 

 

このようなことから、建設工事に伴って生ず

る廃棄物について、実際に排出した事業者を

特定することが困難な場合もあり、その処理責

任の所在が曖昧になりやすいことから、不適

正処理の一つの要因となっています。 

そこで、建設工事に伴い生ずる廃棄物につ

いては、元請業者が事業者として当該工事か

ら生ずる廃棄物全体について、処理責任を負

うこととされています。 

これにより、元請業者は、発注者から請け負

った建設工事（下請負人に行わせるものを含

む。）に伴い生ずる廃棄物の処理について排

出事業者として自ら適正に処理を行い、又は

委託基準に則って許可業者への委託、処理委

託契約書の締結及びマニフェストの交付等を

行う必要があります。 

制度の概要 

対象建設工

事 

特定建設資

材 

分別解体などの実施義務

務 

再資源化などの実施義務 

建設工事（解体工事）から発生する廃棄物の処理 
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自動車リサイクル法の概要 

 

    

 年間約 400 万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値の高いも

のであるため、これまでは、解体業者や破砕業者において、通常の商取引として流通し、リサイ

クル及び処理が行われていました。 

 

 近年の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格の低

下・不安定な変動により、これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあり、使用済自

動車の逆有償化（処理費を払って引き渡す状況）が進展し、不法投棄・不適正処理の懸念も生じ

ています。 

 

 これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥り得る主要因であるシュレッダーダストや新たな

環境問題であるエアバッグ類・フロン類への対応のため、新たな仕組みを構築することが必要に

なり、平成１４年７月に自動車リサイクル法が制定されました。 

 

 フロン類に関しては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（カーエアコン

部分）が施行されています。 

 

 

 

（1）シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類への対応 

これまで自動車リサイクルを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提としつつ、従

来のリサイクルシステムが機能不全に陥り得る主要因であるシュレッダーダスト及び新たな環

境問題であるエアバッグ類、フロン類への対応を行います。 

   具体的には、自動車メーカー・輸入業者は、シュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類

を引き取ってリサイクル（フロン類については回収、破壊）を行う義務を負うことになり、その

際、適正な競争原理が働く仕組みとなります。 

 

（2）不法投棄の防止に資する仕組み 

関連事業者は、都道府県知事又は中核市長等の登録・許可制となります。関連事業者に、

使用済自動車引取り・引渡し義務が課され、引取り・引渡しを原則としてパソコン等からインタ

ーネットで接続して報告することになります。〈電子マニフェスト（移動報告）制度〉。 

   リサイクル料金の前払い方式が導入され、登録・検査時に国土交通大臣等がこれを確認し

ます。 

（リサイクル料金は、自動車の所有者に負担していただくことになります） 

最終所有者に対する自動車重量税の還付制度が導入されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）制定の背景 

自動車リサイクル法の概要 

自動車リサイクル法については、以下のホームページで詳しい内容が確認できます。 

経済産業省「自動車リサイクル法」 

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automobile_recy

cle/about/recycle/recycle.html） 

公益社団法人自動車リサイクル促進センター 

（https://www.jarc.or.jp/） 
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出典：経済産業省／環境省資料  
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自動車リサイクル法の概要 

 

    

 年間約 400 万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値の高いも

のであるため、これまでは、解体業者や破砕業者において、通常の商取引として流通し、リサイ

クル及び処理が行われていました。 

 

 近年の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格の低

下・不安定な変動により、これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあり、使用済自

動車の逆有償化（処理費を払って引き渡す状況）が進展し、不法投棄・不適正処理の懸念も生じ

ています。 

 

 これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥り得る主要因であるシュレッダーダストや新たな

環境問題であるエアバッグ類・フロン類への対応のため、新たな仕組みを構築することが必要に

なり、平成１４年７月に自動車リサイクル法が制定されました。 

 

 フロン類に関しては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（カーエアコン

部分）が施行されています。 

 

 

 

（1）シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類への対応 

これまで自動車リサイクルを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提としつつ、従

来のリサイクルシステムが機能不全に陥り得る主要因であるシュレッダーダスト及び新たな環

境問題であるエアバッグ類、フロン類への対応を行います。 

   具体的には、自動車メーカー・輸入業者は、シュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類

を引き取ってリサイクル（フロン類については回収、破壊）を行う義務を負うことになり、その

際、適正な競争原理が働く仕組みとなります。 

 

（2）不法投棄の防止に資する仕組み 

関連事業者は、都道府県知事又は中核市長等の登録・許可制となります。関連事業者に、

使用済自動車引取り・引渡し義務が課され、引取り・引渡しを原則としてパソコン等からインタ

ーネットで接続して報告することになります。〈電子マニフェスト（移動報告）制度〉。 

   リサイクル料金の前払い方式が導入され、登録・検査時に国土交通大臣等がこれを確認し

ます。 

（リサイクル料金は、自動車の所有者に負担していただくことになります） 

最終所有者に対する自動車重量税の還付制度が導入されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）制定の背景 

自動車リサイクル法の概要 

自動車リサイクル法については、以下のホームページで詳しい内容が確認できます。 

経済産業省「自動車リサイクル法」 

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automobile_recy

cle/about/recycle/recycle.html） 

公益社団法人自動車リサイクル促進センター 

（https://www.jarc.or.jp/） 
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（１） 使用済み自動車等（使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類）は、自

動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらずすべて廃棄物処理法上

の廃棄物として扱われることになります。（ただし、取り外した部品等や電炉会社等に引き渡

される解体自動車（廃車ガラ）については、一般的な廃棄物処理法の考え方に基づくことにな

るため、有価での引渡しであれば原則廃棄物には当たりません） 

（２） 使用済自動車、圧縮していない解体自動車を、屋外において保管する場合の基準は、平成

１７年１月１日以降次のようになっています（廃棄物処理法施行規則第１条の６第１号、第７

条の８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高さ 

 

 

 

 

                                                          

                                                      ４．５ｍ                     

                          ３ｍ  

       囲い 

 

 

                 ３ｍ  

 

 

○ 保管量の上限 

保管量の上限としては、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適

正に保管できる数量とする必要があります。 

 

○ なお、その他遵守すべき廃棄物の一般的な保管基準は、従前どおりです（廃棄物処理法施

行令第３条第１号、第６条第１号）

自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係について 

保管の高さ 

イ 囲いから保管場所の側に３ｍ以内の部分：高さ３ｍまで 

ロ 囲いから保管場所の側に３ｍを超える部分：高さ４．５ｍまで 

ハ 格納するための施設（構造耐力上安全なものに限る）に保管する場合：使用済自動

車等の搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれのない高さ 

保管の上限 

上記高さを超えない限りにおいて保管することができる数量（平成１７年１月１日以降に

引取業者に引き渡された使用済自動車について適用） 

 


